
日常生活用具のストマ用装具と紙おむつの申請が年１回になります。 

 

 

現在、３月と９月の年２回申請いただいておりましたが、令和３年度から、年１回（７月）に変更しま

す。そのため、次回の令和３年３月の申請に関しては令和３年４～７月分までの決定を行いますので、申

請には４か月分の見積書を添付ください。（※従来申請書のみ提出し、取扱い業者が代わりに市に対し見

積もり書を提出していた方については、従来どおり取扱い業者が市に直接見積書を提出します。） 

※令和３年７月の申請時以降は１年分の見積書を添付していただきます。 

 

 現在 変更後 

申

請

時

期 

 

年２回（３月、９月） 

 

 

年１回（７月） 

 

支 

給 

券 

 

年２枚 

①４月～９月決定分 

②１０月～翌年３月決定分 

 

 

年２枚 

①８月～翌年１月決定分 

②翌年２月～７月決定分 

 ※支払いについては従前どおり年２回となります。（通常は取扱い業者の代理受領のため、取り扱い

業者が申請者の委任を受けて市に請求書を提出します。） 

 

【制度変更のイメージ】 

 

申請（令和３年４～７月分） 申請（令和３年８月～令和４年７月分）

申請（令和４年８月～令和５年７月分）

３月 ７月

令和３年

７月

令和４年

制度の切り替えの

ため、４か月分

１年分

１年分


